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環境対策に係る「行動月間」にあわせた取組の実施について 

 

 

平素は当部会の運営に格段のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当部会では、令和５年度事業計画中「社会貢献活動」の項目に、「都道

府県・支部単位の青年組織が実施する清掃活動について、事例共有・呼びかけ等

により、広域に普及させるための支援を行う。」旨を盛り込んだところです。 

他方、当協会では環境対策の指針として「トラック運送業界の環境ビジョン

2030」を策定しておりますが、本年２月開催「第 54回環境対策委員会」におい

て、同指針に基づく取組の一環として、５月を「トラック運送業界の美化月間」

とするなど、全ト協と都道府県トラック協会とで環境対策に取り組む「行動月間」

を設定いたしました（別紙参照）。 

これら「行動月間」における取組の実施内容は、各都道府県トラック協会にて

決定することとされており、清掃活動以外の内容にわたることもありえますが、

環境対策を通じた社会貢献を行うという点では、当部会の事業計画と合致する

ものであります。 

つきましては、各協会青年組織におかれましては、各協会親会が設定した「行

動月間」に係る取組事項にあわせた取組を行うことについて、ご検討いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

 

【添付書類】 

（別紙１）ゴミのポイ捨て防止対策について（「トラック運送業界の美化月間」

における取組に関する資料） 

（別紙２）全ト協親会発信文書「５月の「トラック運送業界の美化月間」「ゴミ

は持ち帰ろう！」キャンペーン実施と取組のお願い（要請）」（全ト協

発第３５号（環）） 

 

【本件お問合せ先】 

 公益社団法人全日本トラック協会 経営改善事業部 

TEL：０３－３３５４－１０５６ 


